
令和８年度大阪産(もん)スタートアカデミー 

（いちごアカデミー） 受講生募集要項 

 

１ 目 的 

 大阪府では、新規就農者の確保・育成を目的に令和３年度から品目特化型の研修プログ

ラムである「大阪産（もん）スタートアカデミー」（以下、アカデミー）を展開している。

アカデミーでは、農業経営に必要な技術・知識の習得を目指し、ベテラン農業者による現

地ほ場での栽培指導をはじめ、専門講師等による座学研修を実施している。 

南河内地域ではいちご産地が形成されており、さらなるいちごの新規就農者の確保・育

成の取組を進めていくため、アカデミーのうちいちごに特化した「いちごアカデミー」を

実施するため、以下のとおり「いちごアカデミー」受講生を募集する。 

 

２ 実施・支援内容 

 （１）座学研修（講師：府職員及び学識経験者、各種ノウハウを持つ専門家） 

   ①基礎的な栽培技術について 

   ②栽培に必要な経費等、経営に関する基礎知識について 

   ③品種について 

   ④加工について                       など 

 （２）栽培実習（講師：河南町・千早赤阪村でいちごを栽培する農業者） 

   ①育苗ほの管理について（ポット受け、葉かきなど） 

   ②本ぽでの管理について（かん水、定植、内張、受粉用昆虫の管理等） 

   ③各生育状況の見分け方について 

   ④収穫方法、出荷調整方法について 

⑤換気・保温等ハウス内環境管理について           など 

 （３）就農に向けた支援（担当：府職員等） 

   ①農地貸借の相談 

②就農希望市町村とのマッチング               など 

 

３ 受講生の要件 

  受講生の要件は、以下の５つの要件をすべて満たす者とする。 

（１）満１８歳以上で、原則、全てのカリキュラム（別紙）に参加できること 

（２）アカデミー修了後に、大阪府内（特に南河内地域内）で就農する意志のあること 

（３）事前説明会に参加できること 

（４）農家の後継者ではないこと 

（５）既に営農を開始していないこと 

※農業経験は不問とする。 



４ アカデミーの開催期間 

  令和８年７月から令和９年３月まで 

  ※令和９年４月から令和９年９月まで、育苗についての追加研修（フォローアップ研修）

を実施予定 

 

５ 募集定員 

  ５名程度 

 

６ 募集期間 

  令和８年５月２５日（月曜日）から令和８年６月２５日（木曜日）１７時まで 

 

７ 事前説明会 

  以下の日程で開催予定。受講生は、以下の日程のうちいずれかの日程に出席すること。 

  第１回 令和８年６月１０日（水曜日）１３時３０分～１６時３０分 

  第２回 令和８年６月１７日（水曜日）１３時３０分～１６時３０分 

 

８ 申込方法 

  行政オンラインシステムから申込を行う。 

  なお、入力事項は以下のとおりとする。 

   ※氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）、就農希望地 

    面接希望日時、就農希望地、応募理由、アカデミーを知ったきっかけ 

 

９ 選定方法 

 （１）選考方法 

申込者には、実施主体（大阪府及び JAグループ大阪）及び指導農家が面接を実施し、

９の（３）の審査基準に基づき審査を行い、受講生を決定する。 

 

 （２）面接日 

   面接日は令和８年７月１日（水曜日）とする。 

   なお、当日対面での参加が難しい場合はＷｅｂでの面接を行うこととする。 

 

 （３）審査基準 

   以下に掲げる事項について総合的に判断して決定する。 

 ①目標意識（明確な目標を持っているか） 

②実現可能性（自己の現状に照らして、具体的な計画を持っているか） 

③大阪農業への思い（大阪でどのような農業をしたいか／地域貢献意欲が高いか） 



④意欲（新規就農への意欲が高いか） 

⑤いちごへの想い（いちごが好きであるかどうか） 

※なお、アカデミー修了後に千早赤阪村内での就農を希望する者については、面接時に

加算ポイントを付す。 

 

 （４）選考結果通知 

   選考結果は、令和８年７月８日（水曜日）までにメールにて通知する。 

 

１０ 研修条件 

 （１）損害賠償補償 

   研修時の事故や負傷について、実施主体及び実習受入農業者はその責任を負わない。

研修期間中の傷害保険への加入及び研修中の災害補償への対応については、受講生

自らで実施することとする。 

 

 （２）修了要件 

   座学研修及び栽培実習への各出席率が原則９０％以上であること。 

   なお、修了の可否は上記及び受講態度等を踏まえ総合的に判断する。 

 

１１ 問い合わせ先 

  大阪府南河内農と緑の総合事務所 農の普及課 

   電話番号：0721-25-1174 

   E-mail：minamikawachinotomidori-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp 

   住所：〒584-0031 大阪府富田林市寿町２－６－１ 南河内府民センタービル４階 

   時間：平日９時～１７時３０分 

 

 


